
対象期間:2022年4月1日～2023年3月31日

事業者名称 テックビジネスサービス株式会社　本社事業所

事業所の所在地 千葉県習志野市茜浜2-8-1

１.　派遣労働者雇用等実績

(6月1日現在) （人）

【補足ご説明】

マージン率に含まれるもの: 社会保険・労働保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険、介護保険、労災等)、健康診断・ストレスチェック

予防接種助成費用、教育研修費用、有給休暇等の各種休暇制度、事業運営費用、消費税

２.　派遣労働者等教育訓練実績

１ フルタイム(１年以上雇用見込み)､２ 短時間勤務(１年以上雇用見込み)､３ １年未満雇用見込み

１年目 ２年目 ３年目 ４年目以降 １年目 ２年目 ３年目 ４年目以降

イ　入職時等基礎的訓練

1 163 2 1 1 1

104 104 備考

2 4 2 2 1 1

4 4 備考

ロ　職能別訓練

2 20 2 4 1 1

5 5 備考

2 2 2 720 120 40 1 2 1 1

18 3 1 18 3 1 備考

ハ　職種転換訓練

2 8 2 4 1 1

2 2 備考

2 8 2 4 1 1

2 2 備考

ニ　階層別訓練

2 4 2 4 1 1

1 1 備考

ホ　その他の教育訓練

2 2 24 48 2 4 1 1

3 6 3 6 備考

2 4 1 1

備考

887 120 24 128 1031

126 3 3 17 132

7 40 8 7 7

11 103 156

② 派遣先の実数　（件）(対象期間における実数) 40

情報公開資料

日雇派遣労働者
（実数）

日雇派遣労働者以外の労働者

① 事業所ごとの派遣労働者の数

常時雇用される労働者（実数）
常時雇用される労働者以外の労働者

（実数）

（ロ）
専門知識の
レクチャー

賃金支給の
別

１ 有給
（無給部分
なし）・２
有給（無給

部分あ
り）・３

無給

（下段）受講者の実人数
（各年に同一の訓練を複数回受講した者
は、重複計上しないこと）

下段：対象となる派遣労働者数

（イ）
入社前教育
個人情報保護教育

訓練の内容等

対象となる派遣労働者
　
上段 ： 種別（１雇入時・２派遣中・３待機
中・４入社○年目・５長期的なキャリア形成
を念頭に置いた内容の教育訓練の対象となる
無期雇用派遣労働者・６その他）

（上段）実施時間の総計
（受講者数×教育訓練１コマの時間（複
数回実施の場合は､その合計)）

訓練の方
法の別

１ 計画的
なOJT・２
OFF-JT・
３ OJT

（計画的
なもの以

外）

訓練の実
施主体の

別
１ 事業

主・２ 派
遣先・３
訓練機

関・４ そ
の他

訓練費負
担の別
１ 無償
（実費負

担な
し）・２
無償（実
費負担あ
り）・３

有償

「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額（１人１時間当たり平均） 2,295円

（イ）簿記

（イ）リーダーシップ研修

（イ）
クレーム対応
(電話応対)

（ロ）TOEIC対策

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総
計」の合計（ａ）

１～３年目のａの合計　（ｃ）

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数
（ｂ）

１～３年目のｂの合計　（ｄ）

厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について１人当たりの平均実
施時間　（ａ÷ｂ）

１～３年目の厚生労働大臣が定め
る基準を満たす教育訓練について
１人当たりの平均実施時間（ｃ÷
ｄ）

（ロ）個人情報保護教育

39,328円

25,002円

⑦当該協定の対象となる派遣労働者の範囲及び
当該協定の有効期間の終期

範囲:派遣従業員  有効期間終期:2023年3月31日

⑥30 条の４第１項の労使協定を締結しているか
否かの別

締結している

⑤ マージン率 36%

④ 派遣労働者の賃金の平均額

③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額
1日（8時間当たり）の額(円）

(消費税込)

（ロ）
派遣先における
安全教育、他

（イ）

1日（8時間当たり）の額(円）

ビジネス敬語・
文章力

⑧ 雇用安定措置を講じた人数 34


